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１１１１    建設建設建設建設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの要点要点要点要点        

  

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）は平成１２年５月３１日に公布され、

平成１４年５月３０日より本格施行されました。  

  

分別解体等の義務（法第９条） (受注者全体(元請・下請)又は自主施工者の義務)  

・特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の

工事については、分別解体等を実施することが義務付けられています。  

 特定建設資材（法第２条第５項、政令第１条）   

コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、

アスファルト・コンクリート ※具体的な資材名は P2.3 参照  

  

一定規模以上の工事【対象建設工事】（政令第２条）   

 建築物の解体工事  延べ床面積 ８０㎡以上  

建築物の新築又は増築工事  延べ床面積 ５００㎡以上  

建築物の修繕・模様替工事（リフォーム等）  請負金額  １億円以上  

建築物以外の工作物に関する工事（土木工事等） 請負金額  ５００万円以上  

  

分別解体等（法第２条第３項、施行規則第２条）   

工事により発生する廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること  

  

一定規模以上の建設工事等の通知（法第１１条）  

・発注者又は、工事着手の前までに分別解体等の計画について都道府県知事に通知することが必要です。 

ただし、工事内容が多少変わっても変更通知は不要です。【関係様式記入例：通知書 P.7】 

  

受注者から発注者への説明の義務（法第１２条） (受注者(元請)の義務)  

・元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明す

ることが必要です。【関係様式記入例：説明書・分別解体等の計画等(別紙 1.2.3)P.9～13】 

ただし、内容に変更が生じた場合も、変更契約前に同様の手続きが必要です。 

  

請負契約書への記載（法第１３条）  

・契約書面には、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等をするため

の施設の名称及び所在地の記載が必要です。【関係様式記入例：別記様式 2  契約書別紙(別紙 1.2.3)P.14～16】 

ただし、内容に変更が生じた場合も、変更契約時に同様の手続きが必要です。 

  

再資源化等の義務（法第１６条） (受注者全体(元請・下請)の義務)  

・受注者は、特定建設資材廃棄物について再資源化等の実施が義務付けられています。  

  

再資源化等の報告の義務（法第１８条） (受注者(元請)の義務)  

・元請業者は、再資源化等が完了した時は、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化実施状況に関する

記録を作成、保存します。【関係様式：再資源化等報告書 P.17～18】  

  

解体工事業の登録（法第２１条～３７条）  

・建設業の許可（土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業）又は解体工事業の登録がなければ解体工事を行うこ

とはできません。また、解体工事業については、工事を行う地区の都道府県知事へ登録手続きが必要です。  
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２２２２ 特定建設資材特定建設資材特定建設資材特定建設資材についてについてについてについて 

 

分 類  例 示  

特定建設資材であるもの  

コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木

材（繊維板等を含む）、アスファルト・コンクリート  

特定建設資材ではないもの  モルタル、アスファルト・ルーフィング等  

[代表的事例]  

資 材 名  規 格  

判

定 

特 定 建 設 資 材 名  

ＰＣ版  JIS A 5372 ○ 

コンクリート及び鉄から成る建設

資材  

無筋コンクリート・鉄筋コンクリート    ○ コンクリート  

コンクリートブロック  JIS A 5406 ○ コンクリート  

コンクリート平板・Ｕ字溝等二次製品    ○ 

コンクリート、コンクリート及び

鉄から成る建設資材  

コンクリート製インターロッキングブロック    ○ コンクリート  

間知ブロック    ○ コンクリート  

テラゾブロック  JIS A 5411 ○ コンクリート  

軽量コンクリート    ○ コンクリート  

レジンコンクリート    ×   

セメント瓦  JIS A 5401 ×   

モルタル    ×   

ＡＬＣ版  JIS A 5416 ×   

窯業系サイディング（押し出し成形版）  JIS A 5422 ×   

普通れんが  JIS R 1250 ×   

繊維強化セメント板（スレート）  JIS A 5430 ×   

粘土瓦  JIS A 5208 ×   

タイル    ×   

セメント処理混合物・粒度調整砕石・再生粒度

調整砕石・クラッシャラン・再生クラッシャラ

ン  

  ×   

アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混

合物・改質再生アスファルト混合物  

  ○ アスファルト・コンクリート  

アスファルト処理混合物・再生加熱アスファル

ト処理混合物  

  ○ アスファルト・コンクリート  

アスファルト・ルーフィング    ×   

木材    ○ 木材  

合板  JAS  ○ 木材  

パーティクルボード  JIS A 5908 ○ 木材  

集成材（構造用集成材）  JAS  ○ 木材  

繊維板（インシュレーションボード）  JIS A 5905 ○ 木材  
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繊維板（ＭＤＦ）  JIS A 5905 ○ 木材  

繊維板（ハードボード）  JIS A 5905 ○ 木材  

木質系セメント板（木毛・木片）  JIS A 5904 ×   

竹    ×   

伐木材・伐根材・梱包材  ×  

木製コンクリート型枠等  × リース材であれば対象外だが、工

事現場から直接排出される場合は

対象となる。 

樹脂混入木質材（ハウスメーカー製品）    ×   

 

○：特定建設資材 ×：特定建設資材ではないもの  

  出典：国土交通省ＨＰ『建設リサイクル法質疑応答集』 
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３３３３    建設建設建設建設リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法第法第法第法第

不要不要不要不要    

法第法第法第法第１１１１１１１１１１１１条条条条にににに基基基基づくづくづくづく

4 

づくづくづくづく通知対象通知対象通知対象通知対象通知対象通知対象通知対象通知対象のフローのフローのフローのフロー

特定建設資材

コンクリート

木材アスファルト・コンクリート

のフローのフローのフローのフロー    

特定建設資材：コンクリート

コンクリート及び

アスファルト・コンクリート

コンクリート 

び鉄から成る

アスファルト・コンクリート

  

る建設資材

アスファルト・コンクリート  
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４４４４ 工事発注工事発注工事発注工事発注からからからから完了完了完了完了までまでまでまで法法法法でででで定定定定められためられためられためられた手続手続手続手続きのきのきのきの流流流流れれれれ 

 

 

  

①工事受注予定者は、契約前に発注者に工事の内容について書面で説明します。  

②対象建設工事の契約書面には分別解体等の方法、解体工事及び再資源化等に要する費用、再資源化

等をするための施設の名称及び所在地の明記が必要です。  

③発注者は工事着手前までに通知書を提出します。  

④元請業者は、再資源化等が完了したとき、その旨を発注者に書面により報告し、その実施状況に関

する記録を作成、保存します。  

 

※①②について、変更契約を行う際に、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に

要する費用や、再資源化等をするための施設の名称及び所在地に変更が生じた場合は、同様の手続き

が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

  
熊本県知事  

③ 事前通知(法⑪条)  

発注者  

受 注 者  

下請業者  

 
 

① 

書

面

に

よ

る

説

明

(

法

⑫

条

)
 

  

② 

契

約

(

法

⑬

条

)
 

④ 再資源化等の  

 完了の確認 

  

元請業者  

④ 

書

面

に

よ

る

報

告

(

法

⑱

条

)
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５５５５ 届出窓口届出窓口届出窓口届出窓口についてについてについてについて 

 

 宇城市内の対象建設工事は下記の担当窓口に直接届け出てください。やむを得ない場合は

郵送等での提出も可能です。  

  

 ＜届 出 窓 口＞ （建築物の場合） 

         宇城地域振興局 土木部 景観建築課 

        （建築物以外の場合） 

         宇城地域振興局 土木部 維持管理調整課  

  

宇城市松橋町久具４００－１  

 TEL 0964-32-2571 FAX 0964-32-5124 

  

＜届出受付時間＞ 月曜日～金曜日（祝日・休日・年末年始を除く）              
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建設ﾘｻｲｸﾙ法第12条関係様式 

（別記様式１） 

 

 

 

説明書説明書説明書説明書 

 

平成○○○○○○○○年○○○○○○○○月○○○○○○○○日 

 

   （発注者） 

 

   宇城市長宇城市長宇城市長宇城市長        守田守田守田守田    憲史憲史憲史憲史   様 

 

                               氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名） 

                              （郵便番号   －     ）電話番号      －      － 

                               住所 

 

 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により、対象建設工事の分別解体等の

計画等に係る事項について説明します。 

 

 

                                       記 

 

   １．工事の名称 ○○○○○○○○線道路改良工事線道路改良工事線道路改良工事線道路改良工事    

 

   ２．工事の場所 ○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○町町町町○○○○○○○○地内地内地内地内 

 

   ３．説明の内容     添付資料のとおり 

 

   ４．添付資料 

         別表（別表１～３のいづれかに必要事項を記載したもの） 

            □別表１（建築物に係る解体工事） 

            □別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替等）） 

            □別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 
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別表１                                                        建築物に係る解体工事   

分別解体等の計画等 

 
建築物の構造 

☑☑☑☑木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造 

□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（       ） 

 

 

建築物に関する調査 

の結果 

 

建築物の状況 
築年数 ３０３０３０３０ 年、棟数 １１１１ 棟 

その他（                     ） 

周辺状況 
周辺にある施設 ☑☑☑☑住宅 □商業施設 □学校 

        ☑☑☑☑病院 □その他（        ） 

建築物に関する調査の

結果及び工事着手前に

実施する措置の内容 

 建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 
作業場所 □十分 ☑☑☑☑不十分 

その他（ 隣隣隣隣地の使用必要地の使用必要地の使用必要地の使用必要 ） 
隣接使用の承諾済、道路使用許可済隣接使用の承諾済、道路使用許可済隣接使用の承諾済、道路使用許可済隣接使用の承諾済、道路使用許可済    

搬出経路 

障害物 □有（   ） ☑☑☑☑無 

前面道路の幅員 約 ４４４４ ｍ 

通学路 ☑☑☑☑有 □無 

その他（ 大型交通不可大型交通不可大型交通不可大型交通不可 ） 

交通整理員の常駐を計画交通整理員の常駐を計画交通整理員の常駐を計画交通整理員の常駐を計画    

搬出用に２ｔトラックを準備搬出用に２ｔトラックを準備搬出用に２ｔトラックを準備搬出用に２ｔトラックを準備 

残存物品 

☑☑☑☑有 

（ エアコンエアコンエアコンエアコン         ） 

□無 

工事施工までに搬出する工事施工までに搬出する工事施工までに搬出する工事施工までに搬出する    

特定建設資材 

への付着物 

□有 

（              ） 

☑☑☑☑無 

 

その他 有害物質有害物質有害物質有害物質((((石綿含有スレート板石綿含有スレート板石綿含有スレート板石綿含有スレート板))))有り有り有り有り    石綿作業主任者を選任済石綿作業主任者を選任済石綿作業主任者を選任済石綿作業主任者を選任済    

工 

程 

ご 

と 

の 

作 

業 

内 

容 

及 

び 

解 

体 

方 

法 

工程 作業内容 分別解体等の方法 

①建築設備・内装材等 
建築設備・内装材等の取り外し 

☑☑☑☑有 □無 

☑☑☑☑ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（    ） 

②屋根ふき材 
屋根ふき材の取り外し 

☑☑☑☑有 □無 

☑☑☑☑ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（    ） 

③外装材・上部構造部分 
外装材・上部構造部分の取り壊し 

☑☑☑☑有 □無 

□ 手作業 

☑☑☑☑ 手作業・機械作業の併用 

④基礎・基礎ぐい 
基礎・基礎ぐいの取り壊し 

☑☑☑☑有 □無 

□ 手作業 

☑☑☑☑ 手作業・機械作業の併用 

⑤その他 

（          ） 

その他の取り壊し 

□有 ☑☑☑☑無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

工事の工程の順序 

☑☑☑☑上の工程における①→②→③→④の順序 

□その他（                            ） 

その他の場合の理由（                       ） 

□内装材に木材が含まれる場

合 

①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し 

□可 ☑☑☑☑不可 

不可の場合の理由（ 建築物の構造上、取り外しができないため建築物の構造上、取り外しができないため建築物の構造上、取り外しができないため建築物の構造上、取り外しができないため    ） 

 
 

建築物に用いられた建設資材の量の見込み               トン 

廃 

棄 

物 

発 

生 

見 

込 

量 

特定建設資材廃棄物の種類

ごとの量の見込み及びその

発生が見込まれる建築物の

部分 

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注） 

☑☑☑☑コンクリート塊 
２５２５２５２５トン 

□① □② □③ ☑☑☑☑④ 

□⑤ 

 
□ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

トン 

□① □② □③ □④ 

□⑤ 

 

☑☑☑☑建設発生資材 
１０１０１０１０トン 

☑☑☑☑① ☑☑☑☑② ☑☑☑☑③ □④ 

□⑤ 

（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他 

備考 

記載例記載例記載例記載例※※※※木造木造木造木造のののの場合場合場合場合 
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別表１                                                        建築物に係る解体工事   

分別解体等の計画等 

 
建築物の構造 

□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 ☑☑☑☑鉄筋コンクリート造 

□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（       ） 

 

 

建築物に関する調査 

の結果 

 

建築物の状況 
築年数 ３０３０３０３０ 年、棟数 １１１１ 棟 

その他（                     ） 

周辺状況 
周辺にある施設 □住宅 ☑☑☑☑商業施設 □学校 

        □病院 □その他（        ） 

建築物に関する調査の

結果及び工事着手前に

実施する措置の内容 

 建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 
作業場所 □十分 ☑☑☑☑不十分 

その他（ 隣隣隣隣地の使用必要地の使用必要地の使用必要地の使用必要 ） 
隣接使用の承諾済、道路使用許可済隣接使用の承諾済、道路使用許可済隣接使用の承諾済、道路使用許可済隣接使用の承諾済、道路使用許可済    

搬出経路 

障害物 □有（   ） ☑☑☑☑無 

前面道路の幅員 約 ４４４４ ｍ 

通学路 ☑☑☑☑有 □無 

その他（ 大型交通不可大型交通不可大型交通不可大型交通不可 ） 

交通整理員の常駐を計画交通整理員の常駐を計画交通整理員の常駐を計画交通整理員の常駐を計画    

搬出用に２ｔトラックを準備搬出用に２ｔトラックを準備搬出用に２ｔトラックを準備搬出用に２ｔトラックを準備 

残存物品 

☑☑☑☑有 

（ 業務用エアコン業務用エアコン業務用エアコン業務用エアコン      ） 

□無 

適正処理の実施適正処理の実施適正処理の実施適正処理の実施    

工事施工までに搬出する工事施工までに搬出する工事施工までに搬出する工事施工までに搬出する    

特定建設資材 

への付着物 

☑☑☑☑有 

（ 吹付け石綿吹付け石綿吹付け石綿吹付け石綿        ） 

□無 

適正処理の実施適正処理の実施適正処理の実施適正処理の実施    

近隣対策及び諸官庁届出済近隣対策及び諸官庁届出済近隣対策及び諸官庁届出済近隣対策及び諸官庁届出済 

その他 有害物質有害物質有害物質有害物質((((石綿含有スレート板石綿含有スレート板石綿含有スレート板石綿含有スレート板))))有り有り有り有り    石綿作業主任者を選任済石綿作業主任者を選任済石綿作業主任者を選任済石綿作業主任者を選任済    

工 

程 

ご 

と 

の 

作 

業 

内 

容 

及 

び 

解 

体 

方 

法 

工程 作業内容 分別解体等の方法 

①建築設備・内装材等 
建築設備・内装材等の取り外し 

☑☑☑☑有 □無 

☑☑☑☑ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（    ） 

②屋根ふき材 
屋根ふき材の取り外し 

□有 ☑☑☑☑無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（    ） 

③外装材・上部構造部分 
外装材・上部構造部分の取り壊し 

☑☑☑☑有 □無 

□ 手作業 

☑☑☑☑ 手作業・機械作業の併用 

④基礎・基礎ぐい 
基礎・基礎ぐいの取り壊し 

☑☑☑☑有 □無 

□ 手作業 

☑☑☑☑ 手作業・機械作業の併用 

⑤その他 

（          ） 

その他の取り壊し 

□有 ☑☑☑☑無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

工事の工程の順序 

□上の工程における①→②→③→④の順序 

☑☑☑☑その他（ 上の工程における①→③→④の順序上の工程における①→③→④の順序上の工程における①→③→④の順序上の工程における①→③→④の順序           ） 

その他の場合の理由（ 屋根ふき材が無いため屋根ふき材が無いため屋根ふき材が無いため屋根ふき材が無いため            ） 

☑☑☑☑内装材に木材が含まれる場

合 

①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し 

☑☑☑☑可 □不可 

不可の場合の理由（                                                                                 ） 

 
 

建築物に用いられた建設資材の量の見込み             １１００１１００１１００１１００トン 

廃 

棄 

物 

発 

生 

見 

込 

量 

特定建設資材廃棄物の種類

ごとの量の見込み及びその

発生が見込まれる建築物の

部分 

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注） 

☑☑☑☑コンクリート塊 
９５０９５０９５０９５０トン 

□① □② ☑☑☑☑③ ☑☑☑☑④ 

□⑤ 

 
□ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

トン 

□① □② □③ □④ 

□⑤ 

 

☑☑☑☑建設発生資材 
８８８８００００トン 

☑☑☑☑① □② □③ □④ 

□⑤ 

（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他 

備考 

記載例記載例記載例記載例※※※※鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート場合場合場合場合 
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別表２                                    建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）  

分別解体等の計画等 

 
使用する特定建設資材の種類 

☑☑☑☑コンクリート ☑☑☑☑コンクリート及び鉄から成る建設資材 

☑☑☑☑アスファルト・コンクリート ☑☑☑☑木材 

 

 

建築物に関する調査 

の結果 

 

 

建築物の状況 
築年数   年、棟数   棟 

その他（                     ） 

周辺状況 

周辺にある施設 ☑☑☑☑住宅 □商業施設 ☑☑☑☑学校 

        □病院 ☑☑☑☑その他（        ） 

敷地境界との最短距離 約  ２２２２ ｍ 

その他（ 幹線道路（国道）沿い、交通量多い幹線道路（国道）沿い、交通量多い幹線道路（国道）沿い、交通量多い幹線道路（国道）沿い、交通量多い    ） 

建築物に関する調査の

結果及び工事着手前に

実施する措置の内容 

 建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 
作業場所 ☑☑☑☑十分 □不十分 

その他（           ） 
道路使用許可を取得道路使用許可を取得道路使用許可を取得道路使用許可を取得    

搬出経路 

障害物 ☑☑☑☑有（未舗装未舗装未舗装未舗装） □無 

前面道路の幅員 約 １２１２１２１２ ｍ 

通学路 ☑☑☑☑有 □無 

その他（ 大型車交通可能大型車交通可能大型車交通可能大型車交通可能   ） 

敷鉄板設置により工事用道路の確保敷鉄板設置により工事用道路の確保敷鉄板設置により工事用道路の確保敷鉄板設置により工事用道路の確保    

交通整理員の常駐を計画交通整理員の常駐を計画交通整理員の常駐を計画交通整理員の常駐を計画 

特定建設資材への付着

物（修繕・模様替工事

のみ） 

□有 

（              ） 

☑☑☑☑無 

 

その他 無し無し無し無し     

工 

程 

ご 

と 

の 

作 

業 

内 

容 

工程 作業内容 

①造成等 造成等の工事  ☑☑☑☑有 □無 

②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事  ☑☑☑☑有 □無 

③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事  ☑☑☑☑有 □無 

④屋根 屋根の工事  ☑☑☑☑有 □無 

⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事  ☑☑☑☑有 □無 

⑥その他 

（ 仮設仮設仮設仮設    ） 
その他の工事  ☑☑☑☑有 □無 

廃 

棄 

物 

発 

生 

見 

込 

量 

特定建設資材廃棄物の種類

ごとの量の見込み並びに特

定建設資材が使用される建

築物の部分及び特定建設資

材廃棄物の発生が見込まれ

る建築物の部分 

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注） 

☑☑☑☑コンクリート塊 
２０２０２０２０トン 

□① ☑☑☑☑② ☑☑☑☑③ ☑☑☑☑④ 

☑☑☑☑⑤ □⑥ 

 
☑☑☑☑ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

２２２２トン 

☑☑☑☑① □② □③ □④ 

□⑤ ☑☑☑☑⑥ 

 

☑☑☑☑建設発生資材 
１０１０１０１０トン 

□① □② □③ ☑☑☑☑④ 

☑☑☑☑⑤ ☑☑☑☑⑥ 

（注）①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他 

備考 

 

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 

 

記載例記載例記載例記載例※※※※新築新築新築新築のののの場合場合場合場合 
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別表３                        建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）  

分別解体等の計画等 

 
建築物の構造 

（解体工事のみ） 

□鉄筋コンクリート造 □その他（                 ）  

 
工事の種類 

 
 

☑☑☑☑新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 

□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 
☑☑☑☑その他（ 道路改良工事                         ） 

使用する特定建設資材の種類 

（新築・維持・修繕工事のみ） 

☑☑☑☑コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 
☑☑☑☑アスファルト・コンクリート □木材 

工作物に関する 
調査の結果 

工作物の状況 
築年数   年 

その他（                          ） 

周辺状況 

周辺にある施設 ☑☑☑☑住宅 □商業施設 ☑☑☑☑学校 

        □病院 □その他（        ） 

敷地境界との最短距離 約 ３３３３ ｍ 

その他（ 幹線道路上での工事、交通量多い幹線道路上での工事、交通量多い幹線道路上での工事、交通量多い幹線道路上での工事、交通量多い          ） 

工作物に関する調査の

結果及び工事着手前に

実施する措置の内容 

 建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 
作業場所 ☑☑☑☑十分 □不十分 
その他（ 現道上における工事現道上における工事現道上における工事現道上における工事 ） 

道路使用許可済道路使用許可済道路使用許可済道路使用許可済    

搬出経路 

障害物 □有（   ） ☑☑☑☑無 
前面道路の幅員 約 １２１２１２１２ ｍ 
通学路 ☑☑☑☑有 □無 
その他（           ） 

交通整理員の常駐を計画 

特定建設資材への付着

物（解体・維持・修繕

工事のみ） 

□有 
（              ） 
□無 

 

その他 無し無し無し無し    沿道住民に工事内容を周知する沿道住民に工事内容を周知する沿道住民に工事内容を周知する沿道住民に工事内容を周知する    

工 

程 

ご 

と 

の 

作 

業 

内 

容 

及 

び 

解 

体 

方 

法 

工程 作業内容 分別解体等の方法 

①仮設 
仮設工事 ☑☑☑☑有 □無 □ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 ☑☑☑☑有 □無 
☑☑☑☑ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 ☑☑☑☑有 □無 
□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 
 

④本体構造 本体構造の工事 ☑☑☑☑有 □無 
□ 手作業 
☑☑☑☑ 手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 □有 ☑☑☑☑無 
□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 
 

⑥その他 
（          ） 

その他の工事 □有 ☑☑☑☑無 
□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 
 

工事の工程の順序 
（解体工事のみ） 

□上の工程における⑤→④→③の順序 
□その他（                            ） 
その他の場合の理由 

建築物に用いられた建設資材の量の見込み 

（解体工事のみ） 
              トン 

廃 
棄 
物 
発 
生 
見 
込 
量 

特定建設資材廃棄物の種類ごとの

量の見込み（全工事）並びに特定

建設資材が使用される工作物の部

分（新築・維持・修繕工事のみ）

及び特定建設資材廃棄その発生が

見込まれる工作物の部分（維持・

修繕・解体工事のみ） 

種類 量の見込み 
使用する部分又は発生が見込まれ

る部分（注） 

☑☑☑☑コンクリート塊 
１０１０１０１０トン 

□① ☑☑☑☑② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

 
☑☑☑☑ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

２３０２３０２３０２３０トン 

□① ☑☑☑☑② □③ ☑☑☑☑④ 
□⑤ □⑥ 

 

□建設発生木材 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

（注）①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他 

備考 

 
□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。 

記載例記載例記載例記載例 

工事全体工事全体工事全体工事全体にににに下記下記下記下記

工種工種工種工種がががが含含含含まれるまれるまれるまれる

かどうかをかどうかをかどうかをかどうかを記入記入記入記入

するするするする 

左左左左のののの作業作業作業作業においにおいにおいにおい

てててて解体等解体等解体等解体等(構造構造構造構造

物物物物のののの取壊取壊取壊取壊しししし含含含含

むむむむ)があるがあるがあるがある場合場合場合場合

にににに記入記入記入記入 

発生発生発生発生するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物

のののの種類及種類及種類及種類及びびびび数量数量数量数量 

Co 塊塊塊塊、、、、As 塊塊塊塊、、、、木片木片木片木片がががが発生発生発生発生

するするするする部分及部分及部分及部分及びびびび Co、、、、As、、、、木木木木

材材材材をををを使用使用使用使用するするするする部分部分部分部分 
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建設ﾘｻｲｸﾙ法第13条関係様式 

（別記様式２）契約書別紙 

 別表１                                                        建築物に係る解体工事   

 

１．分別解体等の方法 
 

 

 

 

 工 

 程 

 ご 

 と 

 の 

 作 

 業 

 内 

 容 

 及 

 び 

 解 

 体 

 方 

 法 

          工程    作業内容       分別解体等の方法  

  ①建築設備・ 

    内装材等 

 建築設備・内装材等の取り外し 

  ☑☑☑☑有 □無 

 ☑☑☑☑手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

  併用の場合は理由（    ） 

  ②屋根ふき材  屋根ふき材の取り外し 

  ☑☑☑☑有 □無 

 ☑☑☑☑手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

  併用の場合は理由（    ） 

  ③外装材・上部構 

   造部分 

 外装材・上部構造部分の取り壊し 

  ☑☑☑☑有 □無 

 □手作業 

 ☑☑☑☑手作業・機械作業の併用 

  併用の場合は理由（    ） 

  ④基礎・基礎ぐい  基礎・基礎ぐいの取り壊し 

  ☑☑☑☑有 □無 

 □手作業 

 ☑☑☑☑手作業・機械作業の併用 

  併用の場合は理由（    ） 

  ⑤その他  その他の取り外し 

  □有 ☑☑☑☑無 

 □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

  併用の場合は理由（    ） 

 

     （注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 

 

２．解体工事に要する費用（直接工事費）        □□□□,,,,□□□□□□□□□□□□,,,,□□□□□□□□□□□□  円（税抜き） 

   （注）・解体工事の場合のみ記載する。 

        ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 

      ・解体工事に伴う仮設費及び運搬費は含まない。 

 

３．再資源化等をする施設の名称及び所在地 
 

  特定建設資材廃棄物の種類  施設の名称  所在地  

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    ○○興業㈱○○興業㈱○○興業㈱○○興業㈱    ○○県○○市○○町○○○○県○○市○○町○○○○県○○市○○町○○○○県○○市○○町○○----○○○○○○○○    

木材木材木材木材    日本○○㈱日本○○㈱日本○○㈱日本○○㈱    ○○県○○市○○町○○○○県○○市○○町○○○○県○○市○○町○○○○県○○市○○町○○----○○○○○○○○    

   

 

 

４．再資源化等に要する費用（直接工事費）         △△△△,,,,△△△△△△△△△△△△,,,,△△△△△△△△△△△△   円（税抜き） 

           〔運搬費を含む。〕 

 

（注）・記載に当たっては，設計図書等に基づく金額を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書説明書説明書説明書のののの別表別表別表別表とととと同一起債同一起債同一起債同一起債とするとするとするとする 

全全全全てのてのてのての建設資材建設資材建設資材建設資材にににに係係係係るるるる解体工事解体工事解体工事解体工事のののの

費用費用費用費用についてについてについてについて一括一括一括一括してしてしてして記載記載記載記載 

特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物についてについてについてについて

処分及処分及処分及処分及びびびび運搬費運搬費運搬費運搬費のののの費用費用費用費用をををを記載記載記載記載 
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建設ﾘｻｲｸﾙ法第13条関係様式 

（別記様式２）契約書別紙 

別表２                             建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）  

 

 １．分別解体等の方法 
 

  

 

 工 

 事 

 ご 

 と 

 の 

 作 

 業 

 内 

 容 

 及 

 び 

 解 

 体 

 方 

 法 

                 工程及び作業内容  

 ①造成等  造成等の工事 

   ☑☑☑☑有 □無 

 ②基礎・基礎ぐい  基礎・基礎ぐいの工事 

   ☑☑☑☑有 □無 

 ③上部構造部分・外装  上部構造部分・外装の工事 

   ☑☑☑☑有 □無 

 ④屋根  屋根の工事 

   ☑☑☑☑有 □無 

 ⑤建築設備・内装等  建築設備・内装等の工事 

   ☑☑☑☑有 □無 

 ⑥その他  その他の工事 

   ☑☑☑☑有 □無 

 

     （注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 

 

 ２．解体工事に要する費用（直接工事費）          □□□□,,,,□□□□□□□□□□□□,,,,□□□□□□□□□□□□  円（税抜き） 

 

 ３．再資源化等をする施設の名称及び所在地 
 

  特定建設資材廃棄物の種類  施設の名称  所在地  

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート ○○興業㈱○○興業㈱○○興業㈱○○興業㈱ ○○県○○市○○町○○○○県○○市○○町○○○○県○○市○○町○○○○県○○市○○町○○----○○○○○○○○ 

   

   

   

 

 

 ４．再資源化等に要する費用（直接工事費）          △△△△,,,,△△△△△△△△△△△△,,,,△△△△△△△△△△△△  円（税抜き） 

           〔運搬費を含む。〕 

 

（注）・記載に当たっては，設計図書等に基づく金額を記入すること。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書説明書説明書説明書のののの別表別表別表別表とととと同一起債同一起債同一起債同一起債とするとするとするとする 

全全全全てのてのてのての建設資材建設資材建設資材建設資材にににに係係係係るるるる解体工事解体工事解体工事解体工事のののの費用費用費用費用についてについてについてについて一括一括一括一括してしてしてして

記載記載記載記載        ※※※※解体工事解体工事解体工事解体工事がないがないがないがない場合場合場合場合はなしとはなしとはなしとはなしと記載記載記載記載 

特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物についてについてについてについて

処分及処分及処分及処分及びびびび運搬費運搬費運搬費運搬費のののの費用費用費用費用をををを記載記載記載記載 
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建設ﾘｻｲｸﾙ法第13条関係様式 

（別記様式２）契約書別紙 

 別表３                    建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）  

 

 １．分別解体等の方法 
 

  

 

 

 工 

 程 

 ご 

 と 

 の 

 作 

 業 

 内 

 容 

 及 

 び 

 解 

 体 

 方 

 法 

                 工程及び作業内容       分別解体方法  

  ①仮設   工事☑☑☑☑有 □無  □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

  ②土工   工事☑☑☑☑有 □無  ☑☑☑☑手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

  ③基礎   工事☑☑☑☑有 □無  □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

  ④本体構造   工事☑☑☑☑有 □無  □手作業 

 ☑☑☑☑手作業・機械作業の併用 

  ⑤本体付属品   工事□有 ☑☑☑☑無  □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

  ⑥その他   工事□有 ☑☑☑☑無  □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

 

     （注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 

 

 ２．解体工事に要する費用（直接工事費）          □□□□,,,,□□□□□□□□□□□□,,,,□□□□□□□□□□□□         円（税抜き） 

   （注）・解体工事の場合のみ記載する。 

        ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 

      ・解体工事に伴う仮設費及び運搬費は含まない。 

 

 ３．再資源化等をする施設の名称及び所在地 
 

  特定建設資材廃棄物の種類  施設の名称  所在地  

   

   

   

   

 

 

     ４．再資源化等に要する費用（直接工事費）         △△△△,,,,△△△△△△△△△△△△,,,,△△△△△△△△△△△△  円（税抜き） 

           〔運搬費を含む。〕 

 

（注）・記載に当たっては，設計図書等に基づく金額を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

説明書説明書説明書説明書のののの別表別表別表別表とととと同一起債同一起債同一起債同一起債とするとするとするとする 

全全全全てのてのてのての建設資材建設資材建設資材建設資材にににに係係係係るるるる解体工事解体工事解体工事解体工事のののの費用費用費用費用についについについについ

てててて一括一括一括一括してしてしてして記載記載記載記載（（（（構造物構造物構造物構造物のののの取壊取壊取壊取壊しししし含含含含むむむむ））））        

※※※※解体工事解体工事解体工事解体工事がないがないがないがない場合場合場合場合はなしとはなしとはなしとはなしと記載記載記載記載 

特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物についてについてについてについて

処分及処分及処分及処分及びびびび運搬費運搬費運搬費運搬費のののの費用費用費用費用をををを記載記載記載記載 
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再 資 源 化 等 報 告 書 

平成○○○○○○○○年○○○○○○○○月○○○○○○○○日 

 

（発注者） 

 宇城市長 守田 憲史  様 

            氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) 

                 （郵便番号   －    ）電話番号   －    －    

住所                      

 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 18 条第 1 項の規定により、下記のとおり、特定建設資

材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。 

記 

１．工事の名称 ○○○○○○○○線道路改良工事線道路改良工事線道路改良工事線道路改良工事    

２．工事の場所 ○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○町町町町○○○○○○○○地内地内地内地内 

３．再資源化等が完了した年月日   平成○○○○○○○○年○○○○○○○○月○○○○○○○○日 

４．再資源化等をした施設の名称及び所在地    

（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物 

の種類 

施設の名称 所在地 

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    ㈱㈱㈱㈱○○○○○○○○興業興業興業興業    ○○○○○○○○県県県県○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○町町町町○○○○○○○○----○○○○○○○○    

アスファルト・コンクリアスファルト・コンクリアスファルト・コンクリアスファルト・コンクリ

ートートートート    

㈱㈱㈱㈱○○○○○○○○○○○○○○○○    ○○○○○○○○県県県県○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○町町町町○○○○○○○○----○○○○○○○○    

   

   

５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用           ○○○○○○○○○○○○○○○○ 万円（税込み） 

（参考資料を添付する場合の添付資料）※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工                   

事の場合など 

☑☑☑☑再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの） 

☑☑☑☑再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの） 
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別 紙 

（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物 

の種類 

施設の名称 所在地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


